
2023 年 05 月 01 日 

環境経営レポート 

有限会社 玉木製作所 

 

【レポートの対象期間：第 51 期 2022 年 3 月～2023 年 2 月】 

 

はじめに 

  

有限会社 玉木製作所は１９４７年創業以来金属部品の製造に取り組んでまいりました。 

‘環境にやさしい企業でありたい’という理念のもとに、エコアクション 21 を 2008 年 3

月 21 日に認証取得活動しました。今までの取組み成果を「環境経営レポート」にまとめ

ましたので、ご高覧の上、ご指導、ご指摘をいただき次の環境活動に生かして行きたいと

存じます。 

                       有限会社 玉木製作所  

                                   代表取締役 玉木靖弘 
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1.会社概要 

  

会社名 ：有限会社玉木製作所 

代表者 ：玉木靖弘 

所在地 ：〒376－0002 群馬県桐生市境野町 1 丁目 847 番地 

      ＴＥＬ 0277－44－8770  

      ＦＡＸ 0277－43－9329 

設立  ：1972 年 11 月 27 日(創業 1947 年 12 月) 

環境管理責任者：砂金真弓 

 

事業の規模 

資本金 ：300 万円 

従業員 ：13 名 

事業内容：自動車・事務機器・産業用機器の金属部品の製造 

  

敷地面籍   1425.62 ㎡ 

建築面積   1005.2 ㎡ 

2 対象範囲   有限会社玉木製作所  全組織・全活動 

3．環境経営方針 

基本理念 

当社は、金属部品の製造に当たり事業活動の全領域で環境にやさしい企業をめ

ざします。 

 

行動指針 

１、 CO2 の排出抑制、廃棄物排出抑制、総排水抑制については、改善目標値

を設けて継続的目標管理を行います。 

２、 ２S を進めます。 

３、 環境関連法令を遵守します。 

この環境経営方針は社外に公開します 

 2007 年 4 月 25 日 

 2018 年 3 月 15 日改定 

                        有限会社 玉木製作所 

                       代表取締役 玉木靖弘 
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4. 環境管理組織図 

職名 役割 

最高責任者 ① 環境責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当責任者には、

現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示する。 

② エコアクション 21 の構築・運用・維持に必要な経営諸資源(人材・

資金・機器設備・技術技能を含む)を準備する 

③ 環境経営方針を制定する 

④ エコアクション 21 の構築・運用に関する情報を収集し、環境経営

方針・環境経営目標をはじめシステム全体の見直しを行い、必要に

応じ改訂を指示する。 

環境管理責任者 ① エコアクション 21 に関する経営諸資源の合理的・効果的な運用を

図り、目的を達成するために環境委員会を運営する 

② エコアクション 21 の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による

見直しのための情報として、構築・運用に関する情報を最高責任者

に提供する。 

事務局 ① 事務局として、環境管理責任者を補佐しエコアクション 21 に関す

る実務全般を所管する。 

環境委員会 総務責任者、製造部長、責任者で構成し、半年に 1 回社長が招集する。

環境経営目標の設定、環境経営計画の策定及び進捗管理について協議

する。社長が必要と認めた者は出席することができる。 

                                               

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

＜最高責任者＞ 

代表取締役 

玉木靖弘 

 

 

 

 

＜環境管理責任者＞ 

   砂金真弓 

 

製造部 

 

（出荷室） 

◎松島、橋本 

 

 

 

＜環境委員＞

＞＞会＞ 

（半年に１回） 

＜事務局＞ 

砂金真弓 

総務部 
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5.  環境経営目標とその実績 

    2022 年度の目標は、2019 年を基準として以下の通り策定しました。 

 

項目 

 

単位 

 

2022 年 

総量 

 

目標 

2019 年  

実績に対し

て 

2022 年 

目標 

2022 年 

実績 

評価 

１ ＣＯ2 排出量 ｋｇ-co2/百万円 95874kg-co2 2％削減 727.54 694.73 ○ 

電力 ｋｗｈ/百万円 171792ｋｗｈ ― 1268.56 1244.87 ○ 

ｶﾞｿﾘﾝ ℓ/百万円 2374ℓ ― 22.14 17.20 ○ 

灯油 ℓ/百万円 4002 ― 33.13 29 ○ 

2 廃棄物 Kg/百万円 36870Kｇ 維持 307.62 267.17 ○ 

3 排水量 ｍ3/百万円 338ｍ3 維持 1.08 2.44 × 

4 流出不良の

低減（社内） 

件 件 47 期に対

して半減 

2 件 2 件 ○ 

二酸化炭素排出係数 2019 年以後 0.468(kg-CO2/kWh)（東京電力エナジーパートナー(株)） 

過去 3 年間の実績 

項目 単位 2019 年 2020 年 2021 

1 ＣＯ2 排出量 ｋｇ-co2/百万円 742.39 685.5 675.85 

電力 ｋｗｈ/百万円 1294.45 1200.71 1199.84 

ｶﾞｿﾘﾝ ℓ/百万円 22.59 19.11 16.15 

灯油 ℓ/百万円 33.81 33.82 29.56 

2 廃棄物 Kg/百万円 307.62 299.43 286.73 

3 排水量 ｍ3/百万円 0.97 1.07 1.17 

4 流出不良の

低減（社内） 

件 5 件 10 件 2 件 

中長期の目標 中長期の目標は、2019 年を基準として以下の通り策定しました。 

項目 単位 2021 年 2022 年 2023 年 

1 ＣＯ2 排出量 Kg-co2/百万円 2019 年に対して 2％削減 2％削減 2％削減 

2 廃棄物 Kg/百万円 2019 年を維持 同左 同左 

3 排水量 ｍ3/百万円 2019 年排水量を維持する 同左 同左 

4 流出不良の

低減（社内） 

件 3 件 3 件 3 件 
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6. 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 

活動計画 取組状況 次年度の取組 

1、ＣＯ2 削減のための取組 

社員の省エネ意識を上げる 

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾌｲﾙﾀｰの清掃、すだれ等の設置 

照明不要時のＯＦＦの推進 

品質ﾐｰﾁﾝｸﾞ時等省エネを呼びかけ

た。すだれの設置 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰのﾌｲﾙﾀ

ｰ交換、 

 

照明不要時のＯＦＦの推進 

すだれ等の設置 

2、廃棄物削減のための取組 

不良削減のため品質ﾐｰﾁｨﾝｸﾞ開催 

月 1 回の品質ﾐｰﾁﾝｸﾞを行った。 不良削減のため品質ﾐｰﾁｨﾝｸﾞ開催 

3、排水量削減のための取組 

水道使用ﾒｰﾀｰの監視 

水道使用ﾒｰﾀｰの監視を行った。 水道使用ﾒｰﾀｰの監視 

4、2Ｓの展開 

2Ｓ指導、支援の実施 

2S 会議によって計画した指導、支

援を実施した。 

2Ｓ指導、支援の実施 

5、グリーン購入の推進 

コーピー用紙再生紙使用の物、事

務用品は、グリーン購入法適合を

使用する様に勤める。 

コーピー用紙再生紙使用の物、事務

用品は、グリーン購入法適合を使用

する様に勤めた。 

コーピー用紙再生紙使用の物、事

務用品は、グリーン購入法適合を

使用する様に勤める。 

6、化学物質の管理 

使用の油は、PRTR 法に非該当のことを確認

する。 

使用の油は、PRTR 法に非該当のこ

とを確認した。 

使用の油は、PRTR 法に非該当の

ことを確認する。 

7 流出不良の低減（社内） 月 1 回の品質ﾐｰﾁﾝｸﾞを行った。 不良削減のため品質ﾐｰﾁｨﾝｸﾞ開催 

7．環境関連法規制の遵守状況 

（1） 当社に適用となる主な環境関連法規 

 

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況 

水質汚濁防止法 事故時の措置 遵法 

下水道法 事故時の措置 遵法 

騒音規制法 特定施設の届出 遵法 

振動規制法 特定施設の届出 遵法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
マニフェスト発行 

交付状況届 
遵法 

ＰＣＢ廃棄物特別措置法 
保管の届出及び年

度報告 
遵法 

労働安全衛生法 健康診断 遵法 

消防法 
消防用設備設置届 

 
遵法 



 

 

 

 - 5 -   

 

 

（2） 環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

  環境法規制等への違反、利害関係者から訴訟は、過去 3 年間ありません。 

 

8.代表者による全体評価と見直し・指示 

① 51 期の評価 

経営環境の激変に伴い、売上の減少、生産内容の変化が起きているが、ＣＯ2 排出量は、

目標より 4.5％減少しました。 

引き続きＣＯ2 排出の削減に取り組みたいと思います。 

今期水道の漏水が起きてしまい基準期より 126％多い使用量と成ってしまいました。 

今後気負付けたいと思います。 

②  環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画・環境経営システムの変更の必要性はな

い。 


